
　活力ある地方の創生を目指す
ため、昨年 11 月、「まち・ひと・
しごと創生法」が施行されました。
　この法律のもと、少子高齢化や
人口減少などの問題に的確に対応
するとともに、将来にわたって町
民の皆さんの生活と安心を守り、
活力ある日野町を維持していくた
め「日野町地方創生総合戦略」を
策定します。
　町では、総合戦略策定の検討お
よび策定した総合戦略の効果検
証・改善などを行う、「日野町地
方創生戦略会議」を設置し、次の
とおり公募による委員を募集しま
す。　　
応募資格　
①まちづくりに関心がある人
②町内在住の 18 歳以上の人
③平日の日中に開催する会議に出
席可能な人（年４～５回程度）
任期　選任された日～平成 28 年
３月 31 日
募集人数　２人
応募方法　５月 7 日（木）午後 5
時までに、応募用紙に必要事項を
記載のうえ、郵送、持参、メール、
FAX などで、役場企画政策課へ提
出してください。なお、応募用紙

は役場企画政策課にあります。
選考方法　応募多数の場合は、提
出された応募書類をもとに選考し
ます。
問合せ先　役場企画政策課（電話
72-0332）

　町では、若者向け住宅の入居者
を募集します。
所在地　日野町根雨 143 番地１
構造・間取り　木造 2 階建、１K
募集戸数　３戸
月 額 家 賃　 月 額 28,000 円 ～
30,000 円（駐車場 1 台分含む）
※電気・水道・下水道料金などは
入居者負担
敷金　家賃の 3 か月分
入居資格　次の①～⑤の条件を満
たす人
①町内に転入を希望する人
②入居申込時の年齢が 40 歳未満
③単身または少人数世帯であること
④国税、地方税の滞納がない人
⑤暴力団でない人（同居を含む）
申込み　次の書類を役場産業振興
課へ提出してください。
①申込書（役場産業振興課にあり
ます）
②入居者全員の平成 26 年度納税
証明書

③入居者全員の住民票
申込期限　５月 15 日（金）
申込および問合せ先　役場産業振
興課（電話 72-2101）

　次のとおり改定されます。
【児童扶養手当支給額】
4 月分からの児童扶養手当支給額

（8 月支給）が改定されます。
▶全部支給　月額 42,000 円
▶一部支給　月額 41,990 円～
　　　　　　　　　　　9,910 円
【特別児童扶養手当支給額】
4 月分からの特別児童扶養手当支
給額（8 月支給）が改定されます。
▶１級　月額 51,100 円
▶ 2級　月額 34,030 円
【特別障害者手当および障害児福
祉手当支給額】
4 月分からの特別障害者手当およ
び障害児福祉手当の支給額（5 月
支給）が改定されます。
▶特別障害者手当　月額 26,620 円
▶障害児福祉手当　月額 14,480 円
※ 5 月に支給される手当のうち、
平成 27 年 2 月分および 3 月分は
従来のままです。
問合せ先　町福祉事務所　担当　
杉原陽介（電話 72-0334）

【産業振興課からのお知らせ】

【企画政策課からのお知らせ】

「日野町地方創生戦略会議」
委員を公募します
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▼入賞者への副賞とお楽しみ抽選会景品も募集中
▼申込み・コースなどの詳しい問合せはこちらへ
【問合せ】鵜の池マラソン実行委員会事務局
　　　　（町教育委員会内、電話 72-2107）

鵜の池マラソン大会
参加者募集中

【健康福祉課からのお知らせ】

特別児童扶養手当などの
支給額改訂のお知らせ

若者向け住宅（３戸）の
入居者を募集します

6月 14日（日）午前 10時スタート日時：
申込期限： 5 月 15日（金）

【日時】5 月 22 日（金） 【受付時間】午前 9時～午前 10 時 30 分：日
野振興センター、午前 11時 15 分～午後 0時 15 分：日野町役場

400ml 献血に
ご協力ください

　現在、県内でも血液不足が深刻な問題となっています。1 人でも多く

の協力をお待ちしています。

※当日は、献血カードまたは本人確認ができるもの（免許証など）をご持参ください。



　戦没者などの死亡当時の遺族
で、平成 27 年４月１日を基準日
として、年金給付などの受給権者
がいない場合に特別弔慰金が支給
されます。特別弔慰金の支給は先
順位の遺族１人です。
支給額　25 万円
支給要件　
①基準日より前に、軍人、軍属、
準軍属が死亡していること
②基準日に、その戦没者などの死
亡に関し、公務扶助料などの年金
給付の受給権を有する人が遺族の
中に１人もいないこと
③基準日までに、戦傷病者遺族等
援護法の弔慰金の受給権を取得し
ていること
請求期間　平成 30 年４月２日まで
※請求期間内に請求を行わない
と、時効により特別弔慰金を受け
る権利が消滅しますのでご注意く
ださい。
請求先　請求者の居住地を管轄す
る市区町村※日野町内に在住の場
合は、役場健康福祉課が窓口にな
ります。
問合せ先　役場健康福祉課（電話
72-0334）

   町歴史民俗資料館では、ゴール
デンウィーク中、５月２日（土）
から６日（水）までの５日間を含
め、5 月中の土日祝日、特別開館
を行います。
　資料館では、町民の皆さんから
提供いただいた、1000 点を超え
る民具や歴史資料を展示していま
す。特別期間中は、事前予約なし
で入館いただけますので、どうぞ
気軽にお越しください。
場所　町歴史民俗資料館（旧根雨
公会堂：根雨 497）

期間　5 月中の土日祝日
時間　午前 10 時～午後 4 時
入館料　 一 般 200 円、 高 校 生  
100 円（中学生以下無料）
問合せ先　町教育委員会　担当　
入澤眞人（電話 72-2107）

　5 月 11 日（月）から 20 日（水）
まで、春の全国交通安全運動が行
われます。
全国交通安全運動スローガン

「思いやりの光景がみんなを笑顔

にする」

運動の重点
①子どもと高齢者の交通事故防止

②自転車の安全利用の推進（特に、

自転車利用五則の周知徹底）

③全ての座席のシートベルトと

チャイルドシートの正しい着用の

徹底

④飲酒運転の根絶

5 月 20 日（水）は
「交通事故死ゼロを目指す日」です。
上記の 4 点を再確認し、正しい交通
ルールで、ゼロを目指しましょう。

　黒坂警察署では、高齢者、通学
児童など交通弱者の保護を目的と
して、生活道路における安全・安
心な歩行区間の整備を図る「ゾー
ン 30」を黒坂地内の県道に整備
しました。
　5 月 12 日、「ゾーン 30」の整
備を記念して、次のとおり記念パ
レードを行います。お誘い合わせ
てお出かけください。
日時　5 月 12 日（火）、記念式典：
午後 3 時 15 分～午後 3 時 30 分、
記念パレード：午後 3 時 30 分～
午後 3 時 50 分
場所　記念式典：町公民館駐車場、
記念パレード：黒坂地内県道（JR
黒坂駅前から町公民館まで）

内容　黒坂小学校の児童らが、警
察広報犬「カリン」、「フーガ」と
一緒に県道を歩きます。なお、パ
レード後、ミニ交通安全教室の開
催を予定しています。
問合せ先　黒坂警察署交通課　担
当　石賀（電話 74-0110）

　第 18 回Ｄｏ . スポーツ杯ソフ
トバレーボール大会の参加チーム
を募集します。
　町内に限らず、町外のチームの
参加も大歓迎です。ソフトバレー
を通じて体力・健康づくり、そし
て親睦を深めませんか。ふるって
ご参加ください。
開会式（開幕日）　5 月 13 日（水）
午後 7 時から（集合：午後 6 時
30 分）
場所　日野中学校体育館
試合日　集合：午後 7 時、試合日：
午後 7 時 30 分から
種別　男女混成（コート内には必
ず女性が１人以上入ること）
参加費　１チーム 1,000 円
チーム構成　監督１人、競技者 4
人、交代競技者３人以内の計 7 人
以内。なお、監督は選手が兼務で
きる。
競技方法　競技はすべて３セット
マッチで行い、審判は相互審判と
する。
その他　▼保険は主催者側で加入
します▼複数のチームには所属す
ることはできません▼練習は日野
中学校体育館をご利用ください

（練習日：月・水曜日、午後 7 時
30 分から）
申込み　5 月 8 日（金）までに、次
の申込先まで申し込んでください。
申込みおよび問合せ先　▼Ｄｏ．
スポーツ事務局（日野町野田タカ
ハシスポーツ内、電話 090-1688-
8410、FAX72-2323）▼町教育委
員会事務局（電話 72-2107）

ソフトバレーボール大会
参加チーム募集

『春の全国交通安全運動』
5月11日（月）～20日（水）

歴史民俗資料館特別開館

【そのほかのお知らせ】

『ゾーン 30』記念パレード
を行います

戦没者遺族等特別弔慰金
の支給について

【健康福祉課からのお知らせ】

【教育委員会からのお知らせ】


